
４－１ 通所系サービス共通 

○サービス提供時間について 
⇒  通所介護費については、所要時間による区分により算定されるものです。 

 この「所要時間による区分」とは、現に要した時間ではなく、通所介護

計画に位置づけられた内容の通所介護を行うための標準的な時間による

こととされています。 

⇒  単に、当日のサービス進行状況や利用者の家族の出迎え等の都合で、当

該利用者が通常の時間を超えて事業所にいる場合は、通所介護のサービス

が提供されているとは認められません。 

 この場合は、当初の計画に位置づけられた所要時間に応じた所定単位数

を算定します。  

【所要時間の考え方】  

（例）送迎者が２便体制で、当日の交通事情により事業所への到着時

間が異なった場合  

9:55 17:05 

１便   実際のサービス提供時間 ７時間１０分   

所要時間＝７時間 

（通所介護計画に位置づけられた内容の通所介護を行うための標準的な時間）  

10:15 17:10 

２便   実際のサービス提供時間 ６時間５５分   

★平成２７年度制度改正事項★  
○送迎時における居宅内介助等の評価 
⇒  送迎時に実施した居宅内介助等（電気の消灯・点灯、着替え、ベッドへ

の移乗、窓の施錠等）について、一定の要件を満たせば、１日３０分以内

を限度として所要時間に含めることができることとなりました。  

（詳細は、後述「３  送迎について」を参照）  

ポイント 

１ サービス提供時間について 

利用者到着  

→サービス提供開始

サービス提供終了  
１ 便 を 先 に 開 始 す る 場
合は、基準に定められた
人 員 が 配 置 さ れ て い る
必要があります。  

利用者到着  

→サービス提供開始 サービス提供終了  
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○老企第３６号第２の７（１）〔所要時間による区分の違い〕 抜粋 
 所要時間による区分については、現に要した時間ではなく、通所介護計画

に位置づけられた内容の通所介護を行うための標準的な時間によることとさ

れたところであり、単に、当日のサービス進行状況や利用者の家族の出迎え

等の都合で、当該利用者が通常の時間を超えて事業所にいる場合は、通所介

護のサービスが提供されているとは認められないものであること。（中略） 

 これに対して、当日の利用者の心身の状況から、実際の通所介護の提供が

通所介護計画上の所要時間よりもやむを得ず短くなった場合には通所介護計

画上の単位数を算定して差し支えない。なお、通所介護計画上の所要時間よ

りも大きく短縮した場合には、通所介護計画を変更のうえ、変更後の所要時

間に応じた単位数を算定すること。  

平成２４年度介護報酬改定に関するＱ＆Ａ(Vol.1) 

問５９  「当日の利用者の心身の状況から、実際の通所サービスの提供が通所

サービス計画上の所要時間よりもやむを得ず短くなった場合には通所サービ

ス計画上の単位数を算定して差し支えない。」とされているが、具体的にどの

ような内容なのか。  

（答）通所サービスの所要時間については､現に要した時間ではなく、通所サー

ビス計画に位置付けられた内容の通所サービスを行うための標準的な時間

によることとされている。  

 こうした趣旨を踏まえ、例えば７時間以上９時間未満のサービスの通所

介護計画を作成していた場合において、当日の途中に利用者が体調を崩し

たためにやむを得ず６時間でサービス提供を中止した場合に、当初の通所

介護計画による所定単位数を算定してもよいとした。（ただし、利用者負担

の軽減の観点から、５時間以上７時間未満の所定単位数を算定してもよ

い。）こうした取り扱いは、サービスのプログラムが個々の利用者に応じて

作成され、当該プログラムに従って、単位ごとに効果的に実施されている

事業所を想定しており、限定的に適用されるものである。  

 当初の通所介護計画に位置付けられた時間よりも大きく短縮した場合

は、当初の通所介護計画を変更し、再作成されるべきであり、変更後の所

要時間に応じた所定単位数を算定しなければならない。  

（例）  

①  利用者が定期検診などのために当日に併設保険医療機関の受診を希望す

ることにより６時間程度のサービスを行った場合には､利用者の当日の希

望を踏まえて当初の通所サービス計画を変更し、再作成されるべきであり、

６時間程度の所要時間に応じた所定単位数を算定する。  

②  利用者の当日の希望により３時間程度の入浴のみのサービスを行った場合

には、利用者の当日の希望を踏まえて当初の通所サービス計画を変更し、再

作成するべきであり、３時間程度の所要時間に応じた所定単位数を算定する。

③  ７時間以上９時間未満の通所介護を行っていたが、当日利用者の心身の

状況から１～２時間で中止した場合は、当初の通所サービス計画に位置付

けられていた時間よりも大きく短縮しているため、当日のキャンセルとし

て通所介護費を算定できない。  

ポイント 

２ サービス提供時間の短縮について 

【参考】所要時間を短縮した場合の算定
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① 送迎について、利用者宅の玄関外（マンションの場合はマンション玄関外）

で行っていた。 

② 送迎について、事業所で独自に送迎ルートを設定し、そのルートから外れ

ているという理由から、利用者家族に送迎を依頼していた。 

③ 送迎時における居宅内介助等を行っている間、他の利用者を車内で待たせ

ていた。 

④ 送迎について、減算することを前提として、事業所の都合により全部又は

一部の利用者に対して送迎を行わない取扱いをしていた。 

○送迎の実施 
⇒  通所系サービスにおいて、送迎は本体報酬に包括化（評価）されていま

す。そのため、通所系サービスにおいては、居宅まで迎えに行くことが原

則です。  

⇒  道路が狭隘で居宅まで送迎車が入ることができないなど、地理的要因か

ら居宅までの送迎が困難な場合は、利用者それぞれに出迎え方法をあらか

じめ定めるなどの方法で行う必要があります。  

⇒  利用者の状態により、通所介護を利用するにあたり、通常よりも準備等

について手間を要する場合においては、訪問介護を利用することも可能で

すが、通常は通所介護事業所が玄関の外からではなく、自宅内までの送迎

を行う必要があります。 

 なお、平成２７年度改定により、送迎時に実施した居宅内介助等（電気

の消灯・点灯、着替え、ベッドへの移乗、窓の施錠等）について、以下の

要件を満たせば、１日３０分以内を限度として所要時間に含めることがで

きることとなりました。  

（１）個別に必要性を判断の上、居宅サービス計画及び個別サービス計画に

位置づけた上で実施  

（２）居宅内介助等を実施する者が、介護福祉士、実務者研修修了者等 

⇒  送迎時における居宅内介助等の評価は、個別に送迎する場合のみに限定

するものではありませんが、居宅内介助に要する時間をサービスの提供時

間に含めることを認めるものであることから、他の利用者を送迎時に車内

に待たせて行うことは認められません。 

（平成２７年４月改定関係Ｑ＆Ａ 問５４） 

ポイント 

３ 送迎について 

事例  
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平成２７年度介護報酬改定に関するＱ＆Ａ（Vol.１） 

問５２  デイサービス等への送り出しなどの送迎時における居宅内介助等につい

て、通所介護事業所等が対応できない場合は、訪問介護の利用は可能なのか。居

宅内介助等が可能な通所介護事業所等を探す必要があるのか。  

（答）  

１  通所介護等の居宅内介助については、独居など一人で身の回りの支度ができ

ず、介助が必要となる場合など個別に必要性を判断の上、居宅サービス計画及

び個別サービス計画に位置付けて実施するものである。  

２  現在、訪問介護が行っている通所サービスの送迎前後に行われている介助等

について、一律に通所介護等で対応することを求めているものではない。  

 例えば、食事介助に引き続き送迎への送り出しを行うなど訪問介護による対

応が必要な利用者までも、通所介護等での対応を求めるものではない。  

問５５  居宅内介助等を実施した時間を所要時間として、居宅サービス計画及び個

別サービス計画に位置づけた場合、算定する報酬区分の所要時間が利用者ごとに

異なる場合が生じてもよいか。  

（答）サービスの提供に当たっては、サービス提供の開始・終了タイミングが利用

者ごとに前後することはあり得るものであり、単位内でサービスの提供時間の

異なる場合が生じても差し支えない。  

★平成２７年度改定事項★  

○送迎が実施されない場合の評価の見直し 
⇒  送迎を実施しない場合（利用者が自ら通う場合、家族が送迎を行う場合

等の事業所が送迎を実施していない場合）は、片道につき４７単位を所定

単位数から減ずることとなりました。  

 この「送迎を実施しない場合」とは、適切に行われたケアマネジメント

の結果、利用者等の意向を踏まえ、事業所が送迎を行わない場合に所定単

位数から減ずるものであり、所定単位数から減ずれば事業所側の都合で送

迎を拒否できるものではありません。 

⇒  送迎を実施しない場合の減算については、送迎体制を確保しているにも

かかわらず、適切に行われたケアマネジメントの結果、利用者等の意向を

踏まえ、事業所が送迎を行わない場合に適用します。 

 そのため、送迎を実施しない場合の減算を適用する場合には、担当する

介護支援専門員等が開催するサービス担当者会議（原則、利用者及び家族

が参加）等における検討の結果、送迎を行わないことについて居宅サービ

ス計画に位置づけ、かつ、個別サービス計画においても位置づける（往復

か片道かを含む。）必要があります。  

⇒  適切なケアマネジメントの結果、送迎を実施しない場合であっても、悪

天候時等における対応については事前に申し合わせを行うなど、サービス

利用に支障が出ないよう適切な対応を図る必要があります。  

⇒  事業所の職員が徒歩で利用者の送迎を実施した場合は、減算の対象とは

なりません。（平成２７年４月改定関係Ｑ＆Ａ 問６２） 

⇒  介護予防通所介護及び介護予防通所リハビリテーションについては、送

迎を行わない場合の減算はありません。 

【参考】送迎時における居宅内介助等の評価に係るＱ＆Ａ
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① 入浴に係るタオルや石鹸などの費用、マスク代等を日常生活品費として徴

収していた。 

② レクリエーションに参加していない利用者から教養娯楽費として一律に

費用を徴収していた。 

○日常生活に要する費用の取扱い 
⇒  利用者又はその家族等の自由な選択に基づき、事業者が通所系サービス

の一環として提供する日常生活上の便宜に係る経費については、「その他の

日常生活費」として利用者等に負担させることが適当と認められています。 

 通所系サービスにおける「その他の日常生活費」の具体的な範囲は、次

のとおりです。  

（１）利用者の希望によって、身の回り品として日常生活に必要なものを事

業者が提供する場合に係る費用 

（２）利用者の希望によって、教養娯楽として日常生活に必要なものを事業

者が提供する場合に係る費用  

⇒「身の回り品として日常生活に必要なもの」を事業者がすべての利用者に

対して一律に提供し、すべての利用者等からその費用を画一的に徴収する

ことはできません。  

⇒「教養娯楽として日常生活に必要なもの」については、すべての利用者に

一律に提供される教養娯楽に係る費用は、保険給付の対象に含まれること

から徴収することはできません。  

⇒  個人の嗜好に基づくいわゆる「贅沢品」は、サービス提供とは関係のな

い費用として徴収することができます。 

平成１２年３月３０日付け老企第５４号 
「通所介護等における日常生活に要する費用の取扱いについて」（抜粋） 
 （前略）事業者又は施設が利用者等から「その他の日常生活費」の徴収を行うに
当たっては、以下に掲げる基準が遵守されなければならないものとする。  
①「その他の日常生活費」の対象となる便宜と、保険給付の対象となっているサー
ビスとの間に重複関係がないこと。  

②  保険給付の対象となっているサービスと明確に区分されないあいまいな名目
による費用の受領は認められないこと。したがって、お世話料、管理協力費、共
益費、施設利用補償金といったあいまいな名目の費用の徴収は認められず、費用
の内訳が明らかにされる必要があること。  

③「その他の日常生活費」の対象となる便宜は、利用者等又はその家族等の自由な
選択に基づいて行われるものでなければならず、事業者又は施設は「その他日常
生活費」の受領について利用者等又はその家族等に事前に十分な説明を行い、そ
の同意を得なければならないこと。  

④「その他の日常生活費」の受領は、その対象となる便宜を行うための実費相当額
の範囲内で行われるべきものであること。  

⑤「その他の日常生活費」の対象となる便宜及びその額は、当該事業者の運営規程
において定められなければならず、また、サービスの選択に資すると認められる
重要事項として、事業所の見やすい場所に掲示されなければならないこと。ただ
し、「その他の日常生活費」の額については、その都度変動する性質のものであ
る場合には、「実費」という形の定め方が許されるものであること。  

ポイント 

４ 利用料の受領 

事例  

【参考】「その他の日常生活費」の受領に係る基準
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① 事業所で設定した定員を超過している日が確認された。 

○定員の遵守と定員超過減算について 
⇒  通所系サービス事業者は、利用定員を超えてサービスの提供を行うこと

はできません。１日でも定員を超過すると基準違反になります。 

⇒  月平均の利用者数が定員を超過した場合は、定員超過した単位について、

その翌月の利用者分全員が所定単位数の７０％に減算されます。  

⇒  定員超過については、定員超過減算の適用を受ければ定員を超過しても

よいということではなく、「定員超過利用が行われている事業所に対しては、

その解消を行うよう指導すること。当該指導に従わず、定員超過利用が２

月以上継続する場合には、特別な事情がある場合を除き、指定の取消しを

検討するものとする。」とされています。（老企第３６号  第２の７(16)） 

⇒「定員」には、指定介護保険サービス（指定介護予防サービス）の利用者

だけでなく、自費サービス（体験利用を含む。）の利用者も含まれます。 

平成１２年１月２１日付け事務連絡 

「要介護者等以外の自費負担によるサービスの利用について」 

問２  要介護者又は要支援者(以下「要介護者等」という。）以外の者が介護保険サ

ービスを全額自己負担することによって利用することが可能か。 (居宅サービス

の場合）  

（答） 指定居宅サービス事業者がサービスを提供するにあたっては、当然ながら

要介護者等に対するサービス提供を優先する必要がある。しかしながら、介護

保険の運営基準を遵守した上で、なお余力がある場合においては、指定居宅サ

ービスの提供に支障がない範囲で、要介護者等以外の者に対するサービス提供

を行うことは可能である。  

 ただし、この場合において、要介護者等以外に対するサービスの提供により、

指定居宅サービスの提供に支障があると考えられる場合には、運営基準違反と

なることに留意されたい。また、例えば、通所系サービスにおいて、要介護

者等に加えて、要介護者等以外の者に対しても併せてサービス提供を行うよ

うな場合には、人員配置等において、要介護者等に対するサービスの水準を

確保することは当然に必要である。（以下略） 

ポイント 

５ 定員の遵守 

事例  

【参考】要介護者等以外の自費負担によるサービス利用
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① 居宅サービス計画に「自宅から外出する必要がある」と記載があることを

理由に、花見に出かけ、通所介護サービスとして報酬算定していた。 

② 通所介護のサービス提供として、レストランへの外食や遠方の公園、観光

地等に外出していた。 

③ 屋外でのサービス提供について、期待する効果や実際に得られた効果など

の具体的な記録が確認できなかった。 

④ サービス提供時間中にサービス担当者会議を開催し、本人も参加してい

た。 

○屋外でのサービス提供について 
⇒  通所系サービスは、事業所内でのサービス提供が原則です。  

 しかしながら、以下の要件を満たす場合に限り、例外的に屋外でのサー

ビス提供が可能となります（単なる気分転換や娯楽を目的としたものは、

指定介護保険サービスとしては認められません。）。 

（１）あらかじめ個別サービス計画に位置づけられていること 

（２）効果的な機能訓練等のサービスが提供できること  

 （１）・（２）に係る具体的なプロセスは、次の例のとおりです。 

Ａ居宅サービス計

画等について 

 個別サービス計画は、居宅サービス計画等に基づき作

成されます。そのため、「屋外でのサービス提供」を、介

護保険のサービス（＝介護報酬として評価）として提供

するためには、個別サービス計画の前提となる居宅サー

ビス計画等との整合性が必要です。  

Ｂ介護支援専門員

等の役割  

 介護支援専門員等は、利用者の希望及び利用者につい

てのアセスメントの結果に基づき、利用者の家族の希望

及び当該地域における指定居宅サービス等が提供される

体制を勘案して、当該アセスメントにより把握された解

決すべき課題に対応するための最も適切なサービスの組

み合わせを検討します。 

Ｃ具体的な原案作

成の考え方の例  

 原案作成に関するプロセスとしては、次のような例が

考えられます。 

a 介護支援専門員が作成する、居宅サービス計画（原案）等

の「生活全般の解決すべき課題（ニーズ）」に、「（趣味で写

真を撮るため）一人で外出するが、転倒の不安がある。」や

「自宅内移動でも、一人でトイレに行くことに不安があ

る、」など、歩行に関する課題がある。  

ｂ  長期目標欄に「ふらつかないで立ち上がりや杖を使って

歩行ができるようになる。」、短期目標欄に「足腰の力をつ

けるため、リハビリに毎週取り組むことができる。」を位置

づける。  

ｃ  援助内容欄の「サービス内容」に、「足腰の筋肉の力をつ

ける機能訓練の提供」を位置づける。  

ポイント 

６ プログラムについて（通所系サービスで認められる範囲） 

事例  
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ｄ  サービス種別欄に「通所介護」を位置づけ、かつ、保険

給付の対象となるかどうかの区分欄に「○」がある。（この

場合、介護支援専門員等は、解決すべき課題に対応するた

めの最も適切なサービスの組み合わせを検討しますが、通

所介護のほか、通所リハビリテーションや訪問リハビリテ

ーション等も、サービス種別として検討してください。）  

ｅ  当該サービス提供を行う事業所欄に、利用者の目標を達

成するのに最適なサービス提供を行うことができる事業所

を位置づける。（この場合、介護支援専門員等は、通所介護

（認知症対応型を含む。）が、原則として事業所内でサービ

ス提供を行うことを踏まえ、「解決すべき課題に対応するた

めの最も適切なサービス」を提供できる事業所を、複数事

業所で比較検討してください。）  

Ｄサービス事業所

の居宅サービス

計画等への位置

づけ 

 Ａ～Ｃのプロセスを経て作成された居宅サービス計画

原案を基に、介護支援専門員等が開催するサービス担当者

会議等で、サービス担当者・主治医等から専門的見地から

の意見を求め、比較検討を行っており、かつ、当該指定通

所介護事業所を位置づけることについて共有します。 

 この際、指定通所介護（認知症対応型を含む。）は、原

則として事業所内でサービス提供を行うことを踏まえ、

機能訓練の内容・手段等において、特に屋外でのサービ

ス提供の必要性（不可避性）について、サービス担当者

会議内で検討を行い、その結果をサービス担当者会議の

記録に残してください。  

Ｅ個別サービス計

画への位置づけ  

 当該通所介護事業所等は、一連のプロセスを経て作成

された居宅サービス計画等に基づき、個別サービス計画

を作成します。なお、個別サービス計画の作成について

は、以下のプロセスが必要です。  

ａ  Ａ～Ｄのプロセスを経て作成された居宅サービス計画等

の内容を踏まえ、個別サービス計画を管理者が作成する。 

ｂ  個別サービス計画の作成に際して、専門的知識を有する

当該事業所の機能訓練指導員と共同して作成する。  

（最終的な作成者は、あくまでも管理者であることに留意）  

ｃ  上記ｂで作成する個別サービス計画に、利用者の目標を

達成するために必要なサービスとして、機能訓練指導員の

専門的見地から、特に屋外で機能訓練を行うことが効果的

であることを明記し、かつ、効果的な機能訓練として提供

する具体的サービス内容を位置づける。  

ｄ  上記計画に位置づけた屋外での機能訓練について、具体

的なサービス提供の記録（提供時間・提供場所・具体的内

容・提供者）を残す。  

ｅ  上記ｄの記録を踏まえて１月に１回程度、計画作成者で

ある管理者及び機能訓練指導員、主な介護従業者等が当該

機能訓練等の評価を行い、その内容を記録する。  

ｆ  上記ｅの評価結果を、サービス担当者会議等を通じて、

必要に応じて、介護支援専門員等と情報共有（連携）する。

※ リハビリテーションマネジメントの考え方を参考にしてください。 
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⇒ 屋外でのサービス提供を行う場合は、対象者一人ひとりについて、当該

利用者の目標を踏まえた上で「どのような効果を期待して行うのか」、「な

ぜ屋外でなければならないか」、「どのような内容で行うのか」、「どうして

その場所を選んだのか」及び「屋外でのサービス提供により得られた効果

（評価）」を明確に記録しておいてください。  

《例》  

⇒  通常、居宅サービス計画に「自宅からの外出」と位置づけられていても、

それは通所系サービス事業所からの外出（屋外でのサービス提供）にはあ

たりません。（単なる「自宅からの外出」は、自宅から通所系サービス事業

所へ行くことを指します。）  

○屋外でのサービス提供を行う場合の人員配置について 
⇒  外出を行う場合、介護職員の人員配置にも注意が必要です。  

 事業所内で、人員基準を満たす必要があります。  

○通所系サービス以外のサービスについて 
⇒  事業所が定めた指定サービスの提供時間は、通所系サービスの計画に位

置づけられた内容のサービスを行うための時間ですので、サービス担当者

会議や理美容サービス等の通所系サービス以外のサービスは、サービス提

供時間に含めることはできません。 

 通所系サービスとは別に、利用者の自己負担によりサービスを提供する

ことは可能ですが、利用者に必要なものとして当初から予定されている通

所系サービスの提供プログラム等に影響しないよう配慮が必要です。  

 通所系サービス以外のサービスは、サービス提供時間に含むことはでき

ないため、サービス提供時間中に行う場合は、サービス提供時間から通所

系サービス以外のサービスに要した時間を除き、その時間区分に応じて報

酬請求を行うことになります。 

 通所介護の事業は、要介護状態となった場合においても、その利用者が可能な限

りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができる

よう、必要な日常生活上の世話及び機能訓練を行うこととされているため、サービ

ス提供時間中に以下のようなサービスを行うことは認められません。  

・理美容サービスやネイルアート  

・治療を目的としたマッサージ  

・慰安を目的としたマッサージ（美顔・アロママッサージ）  

※機能訓練の一環としてその効果が見込まれるマッサージの提供は可能。  

例：認知症対応型通所介護の場合  
生活相談員＝１名  
機能訓練指導員＝１名（時間帯に応じて） 
看護・介護職員（専ら職員）＝１名  
 〃  （勤務時間合計をサービス提供時間で除す）＝１名  

→  仮に、利用者１名と看護・介護職員１名が外出した場合は、この事
業所は、事業所内の人員基準を満たさなくなるため、プラス１名の看
護・介護職員が必要です。  

サービス提供時間中に行うことができないサービス例

屋内で不安なく

歩行できる

屋外で不安なく

歩行できる

近所のスーパーまで

買い物に行かれる

（＝目標達成）
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○給食提供を行う際の報告について 
⇒  給食提供を行う事業所については、食数を問わず、事業所所在地の区役

所保健福祉センターに報告を行う必要があります。詳しくは、川崎市ホー

ムページに通知「介護サービス事業所において給食提供を行う際の報告に

ついて（依頼）」を掲載していますので、御確認ください。  

【掲載場所】  

川崎市ホームページ（（http://www.city.kawasaki .jp/）  

「給食提供を行う際の報告」でキーワード検索  

① 入浴する前に脱衣所に複数人の利用者を待たせている状況が確認された。

○プライバシーの確保について 
⇒  通所系サービス事業所で入浴を実施している事業所は多いですが、その

際にはプライバシーに配慮し、サービス提供する必要があります。 

⇒  小規模事業所で家庭用浴槽等で個別に入浴サービスを提供している事業

所以外では、複数人の利用者が同時に入浴することもありますが、その際

にもプライバシーに配慮し、声かけ・誘導を工夫する等し、なるべく脱衣

所で待たせることのないようにする等プライバシーの確保に努める必要が

あります。  

ポイント 

７ 給食提供 

８ プライバシーの確保 

事例  
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① 介護予防通所介護事業所（認知症対応型を含む。）において、要支援区分

ごとに一律に週の利用回数を決めていた。 

② 介護予防通所介護事業所（認知症対応型を含む。）でキャンセル料を設定

し、要支援の利用者からキャンセル料を徴収していた。 

⇒ 介護予防利用者について、通所系サービスでは、その区分（要支援１・

２）で利用回数を制限するものではありません。 

⇒  介護予防通所系サービスについては、地域包括支援センターが利用者の

心身の状況、その置かれている環境、希望等を勘案して行う介護予防ケア

マネジメントを踏まえ、事業者と利用者との契約により、適切な利用回数、

利用時間の設定が行われるものであり、その区分により標準利用回数は定

められていません。  

 したがって、要支援１については週１回程度、要支援２については週２

回程度という利用想定回数については、ひとつの目安でしかありませんの

で、注意が必要です。 

⇒  通所系サービスの介護予防利用者については、定額制となっていること

から、キャンセル料を設定し、徴収することはできません。  

★平成２７年度改定事項★  
○延長加算の見直し 
⇒  延長加算については、介護者の更なる負担軽減や、仕事と介護の両立の

観点から、対象範囲が拡大されました。 

⇒  一方で、通所介護（認知症対応型を含む。）においては、実態として、事

業所の設備を利用して宿泊する場合（宿泊サービス。後述参照）には、算

定できません。  

 通常要する時間を超えた場合にかかる利用料については､例えば通所介護におい

てはサービス提供時間が９時間未満において行われる延長サービスや延長加算の

対象となる時間を超えて行われる延長サービスについて徴収できます。  

 また、延長加算の対象となる時間に行われる延長サービスについて延長加算にか

えて徴収できます。  

 ただし、同一時間帯について延長加算に加えて利用料を上乗せして徴収すること

はできません。  

（平成２４年度介護報酬改定に関するＱ＆Ａ(Vol.1)問６２参照）

ポイント 

ポイント 

９ 介護予防利用者について 

事例  

１０ 延長加算について 

【参考】延長加算と延長サービスに係る利用料
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４－２ 通所介護（介護予防） 

① 生活相談員を配置していなかった。 

② 生活相談員の資格要件がない者を配置していた。 

○生活相談員の配置 
⇒  指定通所介護事業所は、サービス提供日ごとに、指定通所介護事業所に

おけるサービス提供時間数（サービスが提供されていない時間を除きます。）

に応じた生活相談員の配置が必要です。 

《確保すべき生活相談員の勤務延時間数の計算式》  

提供日ごとに確保すべき勤務延時間数 ＝  サービス提供時間数  

⇒  生活相談員については、川崎市特別養護老人ホームの設備及び運営の基

準に関する条例（平成２４年川崎市条例第７５号）第６条第２項に定める

生活相談員に準ずるものでなければなりません。 

《川崎市特別養護老人ホームの設備及び運営の基準に関する条例》 

第６条 （略）  

２  生活相談員は、社会福祉法第１９条第１項各号のいずれかに該当す

る者又はこれと同等以上の能力を有すると認められる者でなければな

らない。  

★平成２７年度制度改正事項★  
○地域連携の拠点としての機能の充実 
⇒  利用者の地域での暮らしを支えるため、医療機関や他の介護事業所地域

の住民活動等と連携し、通所介護事業所を利用しない日でも利用者を支え

る地域連携の拠点としての機能を展開できるよう、生活相談員の専従要件

が緩和されました。  

 具体的には、事業所内に限った利用者との対話を主体とした相談業務の

みならず、利用者の地域生活を支える取組のために必要な時間を生活相談

員の確保すべき勤務時間数に含めることができます（ただし、利用者の生

活の向上を図るため適切な相談・援助等を行うのに支障がない範囲に限り

ます。）。  

《利用者の地域生活を支える取組のために必要な時間の例》  

（１）サービス担当者会議や地域ケア会議に出席するための時間 

（２）利用者宅を訪問し、在宅生活の状況を確認した上で、利用者の家族も

含めた相談･援助のための時間 

（３）地域の町内会、自治会、ボランティア団体等と連携し、利用者に必要

な生活支援を担ってもらうなどの社会資源の発掘・活用のための時間  

⇒  生活相談員の事業所外での活動に関しては、利用者の地域を支えるため

の取組である必要があるため、事業所において、その活動や取組を記録し

ておく必要があります。 

ポイント 

１ 生活相談員 

事例  
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① 看護職員について、併設する施設の看護職員と兼務していたが、それぞれ

の勤務時間が明確にされていなかった。 

② 利用定員が１０名を超える事業所で、実利用者が１０名以下であるとして

看護職員を配置していない日があった。【人員基準欠如減算に該当】

○看護職員の配置 
⇒  利用定員が１０名を超える指定通所介護事業所においては、その単位ご

とに、専ら当該指定通所介護の提供に当たる看護職員（看護師又は准看護

師）が１人以上確保されるために必要と認められる員数を配置しなければ

なりません。 

⇒  看護職員については、提供時間帯を通じて専従する必要はありませんが、

当該看護職員は、提供時間帯を通じて指定通所介護事業所と密接かつ適切

な連携を図るものでなければなりません。 

 また、併設する施設の看護職員との兼務は可能ですが、それぞれの勤務

時間を明確に区分する必要があります。 

★平成２７年度制度改正事項★  
○看護職員の配置基準の緩和 
⇒  病院、診療所、訪問看護ステーションとの連携により、看護職員が指定

通所介護事業所の営業日ごとに利用者の健康状態の確認を行い、病院、診

療所、訪問看護ステーションと指定通所介護事業所が提供時間帯を通じて

密接かつ適切な連携を図っている場合は、看護職員の人員配置基準を満た

しているものとされました。  

 この「密接かつ適切な連携」とは、指定通所介護事業所へ駆けつけるこ

とができる体制や適切な指示ができる連絡体制などを確保することです。  

平成２７年４月改定関係Ｑ＆Ａ 

問５０  病院、診療所又は訪問看護ステーションとの契約で確保した看護職員は、

営業日ごとに事業所内で利用者の健康状態の確認を行う必要があるが、その場

合殿程度の従事時間が必要か。また、事業所に駆けつけることができる体制とは、

距離的にどの程度離れた範囲までを想定しているのか。  

（答）健康状態の確認を行うために要する時間は、事業所の規模に応じて異なるた

め、一概に示すことはできないが、利用者全員に対して適切に健康状態の確

認を行えるように病院、診療所又は訪問看護ステーションと契約を結ぶ必要

がある。  

 また、事業所に駆けつけることができる体制に係る距離的概念については、

地域の実情に応じて対応するため、一概に示すことはできないが、利用者の容

態急変に対応できるよう契約先の病院、診療所又は訪問看護ステーションから

適切に指示を受けることができる連絡体制を確保することでも密接かつ適切

な連携を図っていることになる。  

ポイント 

２ 看護職員 

事例  

【参考】看護職員の配置基準の緩和に係るＱ＆Ａ
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① 利用定員が１０名を超える事業所で、実利用者が１０名以下であるとして

生活相談員と看護職員で対応し、介護職員を配置していなかった。 

【人員基準欠如減算に該当】

○介護職員の配置 
⇒  指定通所介護事業所は、指定通所介護の単位ごとに、利用者の定員に応

じて必要と認められる数以上の介護職員を配置しなければなりません。 

《確保すべき介護職員の勤務延時間数の計算式》 

（１）利用定員が１５名以下の場合  

単位ごとに確保すべき勤務延時間数 ＝  平均提供時間数  

（２）利用定員が１５名を超える場合  

単位ごとに確保すべき勤務延時間数＝
（利用者数－15）  

＋１  ×平均提供時間数  
５  

⇒  利用定員が１０名を超える事業所においては、その単位ごとに、専ら当

該指定通所介護の提供に当たる看護職員が１人以上確保されるために必要

と認められる員数を配置しなければならないとされていることから、生活

相談員のほかに看護職員と介護職員をそれぞれ配置する必要があります。  

⇒  看護職員の配置も含め、人員基準欠如は、人員基準欠如減算の適用を受

ければ人員基準を欠如していてもよいということではなく、「著しい人員基

準欠如が継続する場合には、職員の増員、利用定員等の見直し、事業の休

止等を指導すること。当該指導に従わない場合には、特別な事情がある場

合を除き、指定の取消しを検討するものとする。」とされています。  

（老企第３６号 第２の７(17)③）  

ポイント 

３ 介護職員 

事例  
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① 機能訓練指導員の配置がされていなかった。 

② 個別機能訓練加算を算定しないことを理由に機能訓練指導員を配置して

いなかった。 

○機能訓練指導員について 
⇒  指定通所介護事業所は、サービス提供日ごとに、１以上の機能訓練指導

員を配置する必要があります。 

 常勤・非常勤については問いません。 

 通所定員が１０名以下の事業所も、機能訓練指導員の配置は必要です。  

 配置時間は、日常生活を営むのに必要な機能の減退を防止するための訓

練を行う時間となります。機能訓練指導員としての配置時間外は、他の職

務に従事することも可能です。 

⇒  機能訓練指導員は、日常生活を営むのに必要な機能の減退を防止するた

めの訓練を行う能力を有する者とされています。 

 この「訓練を行う能力を有する者」とは、「理学療法士、作業療法士、言

語聴覚士、看護職員、柔道整復師又はあん摩マッサージ指圧師の資格を有

する者」とされています。 

⇒  利用者の日常生活やレクリエーション、行事を通じて行う機能訓練は、

事業所の生活相談員又は介護職員が兼務して行うこともできます。 

★配置の考え方のポイント★  
…  機能訓練指導員は、サービス提供日ごとに、常勤・非常勤を問わず１以

上配置することが必要ですが、毎日理学療法士等の有資格者の配置を求め

ているわけではありません。  

 それぞれの利用者の通所介護計画に定められた機能訓練を適切に実施す

るのに必要な人数・時間数の配置を行ってください。 

 例えば、月曜～金曜日のサービス提供事業所の場合、週１回程度、有資

格者を配置し、それ以外の曜日は生活相談員・介護職員が「機能訓練指導

員」の立場（配置）で、日常生活やレクリエーション、行事を通じた機能

訓練を行うことができます（ただし、この場合の介護職員等の配置（時間）

は、「機能訓練指導員」としての配置時間となるため、介護職員としての人

数カウントはできません。）。  

…  上記の有資格者の配置は、あくまで例示であり「週１回程度」が標準で

はありません。最低限、有資格者が直接、各利用者に面談し、必要な機能

訓練を行ったり、介護職員等に訓練方法等を指導したり、サービスの提供

後記録をするのに必要な時間を確保してください。  

○個別機能訓練加算について 
⇒  有資格者の配置のみをもって、個別機能訓練加算の算定はできません。 

 個別機能訓練加算を算定する場合は、必ず報酬告示等で加算の趣旨を理

解・把握した上で算定するようにしてください。 

ポイント 

４ 機能訓練指導員 

事例  
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① 管理者が、事業所とは離れた場所にある他の事業所に勤務している日があ

った。 

② 従業者の日々の勤務時間、常勤・非常勤の別、生活相談員・看護職員・機

能訓練指導員・介護職員の配置や兼務関係等を明確にした勤務表を確認す

ることができなかった。 

③ 従業者の雇用契約書等雇入に関する書類が確認できなかった。 

④ 労働日ごとの始業・終業時刻の記録が確認できなかった。 

⑤ 通所介護計画書の作成、説明、交付を管理者ではなく生活相談員が行って

いた。 

○管理者の兼務の範囲 
⇒  指定通所介護事業所の管理者は、常勤であり、かつ、原則として専ら当

該事業所の管理業務に従事するものでなければなりません。当該事業所の

管理上支障がない場合に限り、以下の職務との兼務が可能です。  

（１）当該指定通所介護事業所の通所介護従業者としての職務 

（２）同一敷地内にある又は道路を隔てて隣接する等特に当該事業所の管理

業務に支障がないと認められる範囲内に他の事業所、施設等がある場合

に、当該他の事業所、施設等の管理者又は従業者としての職務 

○管理者の責務 
⇒  指定通所介護事業所の管理者は、事業所の従業者の管理及び指定通所介

護の利用の申込みに係る調整、業務の実施状況の把握その他の管理を一元

的に行わなければなりません。 

 従業者の管理を運営法人が一括管理することを否定するものではありま

せんが、事業所の従業者の管理も管理者の責務ですので、法人が管理する

だけでなく、管理者も把握できるような体制整備を行ってください。  

○通所介護計画の作成・説明・交付 
⇒  通所介護計画は、サービスの提供にかかわる従業者が共同して個々の利

用者ごとに作成するものですが、通所介護計画書の作成や利用者への説

明・交付の責任者は、指定通所介護事業所の管理者となります。 

⇒  通所介護計画を作成した際は、利用者又はその家族に対して説明し、同

意を得た上で交付しなければなりません。内容への同意のサインをもらう

だけでなく、説明した日と交付した日がわかるよう記録に残してください。 

ポイント 

５ 管理者 

事例  
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① 機能訓練室の一部が事務スペースになっていた。 

② 静養室が設置されていなかった。 

③ 機能訓練室、静養室、相談室について、市に届け出ているレイアウトと相

違があった。 

○設備について 
⇒  指定通所介護事業所は、食堂、機能訓練室、静養室、相談室及び事務室

を有するほか、消火設備その他の非常災害に際して必要な設備並びに指定

通所介護の提供に必要なその他の設備及び備品を備えなければなりません。 

⇒  食堂及び機能訓練室（機能訓練室等）については、３平方メートルに利

用定員を乗じた面積以上でなければなりません。 

 また、棚・靴箱・荷物ロッカー（利用者用を含む。）・洗面台・冷蔵庫・

電子レンジ・洗濯機等の機能訓練に資すると想定されない設備が設置され

ている面積は除外されます。  

⇒  機能訓練室等の一部を事務スペースにしている事例のほか、ダンボール

や使用していない備品等が置かれている場合は、それらを他に移動させる

か、届け出ているスペースから除外して変更の届出を行うなどの措置が必

要です。  

★平成２７年度改定事項★  
○夜間及び深夜のサービスを実施する場合の運営基準の厳格化 
⇒  事業所の設備を利用して、介護保険制度外の夜間及び深夜のサービス（宿

泊サービス）を実施している事業所については、別途届出を行っていただ

く必要があります。（新たに宿泊サービスを開始する場合は、サービスの提

供開始前に届け出る必要があります。） 

⇒  宿泊サービスを提供している時間帯に事故が発生した場合は、介護保険

サービスと同様に事故の報告が必要です。 

⇒  宿泊サービスを実施する場合には、延長加算の算定はできません。 

※  届出について、詳細（届出方法・時期等）や宿泊サービスに係る指針は、

後日改めてお示しします。 

 消防法の改正により、宿泊サービスを実施する事業所においては、

自動火災報知設備の設置が義務付けられたほか、スプリンクラー設備

や火災通報装置（消防機関へ通報する火災報知設備）の設置が必要と

なる場合もあります（P387 以降参照）。 

ポイント 

６ 設備基準 

事例  

７ 介護保険外での宿泊サービスについて 
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○中重度者ケア体制加算及び認知症加算 新設  
⇒  認知症高齢者や中重度の要介護者を積極的に受け入れ、在宅生活の継続

に資するサービスを提供するため、介護職員又は看護職員を指定基準より

も常勤換算方法で複数以上加配している事業所に対する加算として、中重

度ケア体制加算及び認知症加算が新設されました。  

厚生労働大臣が定める基準（中重度者ケア体制加算） 

 次に掲げる基準のいずれにも適合すること。 

イ  指定居宅サービス等基準第９３条第１項第２号又は第３号に規定する看護職員又は介

護職員の員数に加え、看護職員又は介護職員を常勤換算方法で２以上確保していること。 

ロ  指定通所介護事業所における前年度又は算定日が属する月の前３月間の利用者の総数

のうち、要介護状態区分が要介護３、要介護４又は要介護５である者の占める割合が 100

分の３０以上であること。  

ハ  指定通所介護を行う時間帯を通じて、専ら当該指定通所介護の提供に当たる看護職員を

１名以上配置していること。  

⇒  中重度者ケア体制加算を算定する事業所では、中重度の要介護者であっ

ても社会性の維持を図り在宅生活の継続に資するケアを計画的に実施する

プログラムを作成しなければなりません。 

厚生労働大臣が定める基準（認知症加算） 

 次に掲げる基準のいずれにも適合すること。 

イ  指定居宅サービス等基準第９３条第１項第２号又は第３号に規定する看護職員又は介

護職員の員数に加え、看護職員又は介護職員を常勤換算方法で２以上確保していること。 

ロ  指定通所介護事業所における前年度又は算定日が属する月の前３月間の利用者の総数

のうち、日常生活に支障を来たすおそれのある症状又は行動が認められることから介護を

必要とする認知症の者の占める割合が１００分の２０以上であること。  

ハ  指定通所介護を行う時間帯を通じて、専ら当該指定通所介護の提供に当たる認知症介護

の指導に係る専門的な研修、認知症介護に係る実践的な研修等を修了した者を１名以上配

置していること。  

⇒  認知症介護実践者研修等の修了者は、管理者、生活相談員、看護職員等

介護職員以外の職種の者でも認められますが、その場合は、指定通所介護

を行う時間帯を通じて指定通所介護事業所に従事していなければならず、

また、他の加算の要件の職員として配置する場合、兼務は認められません。  

 なお、認知症加算の算定対象者の利用がない日については、当該修了者

の配置は不要です。（認知症加算の算定対象者が利用している日に当該修了

者の配置がない場合は、認知症加算は算定できません。） 

⇒「日常生活に支障を来たすおそれのある症状又は行動が認められることか

ら介護を必要とする認知症の者」とは、日常生活自立度Ⅲ、Ⅳ又はＭに該

当する者をいいます。 

 日常生活自立度は、最も新しい判定を用います。サービス担当者会議な

どを通じて、介護支援専門員等と情報を共有してください。  

報酬改定  

８ その他平成２７年度改正事項 

196



187 

留意事項通知（平成１２年３月１日老企第３６号） 第２の１(7) 

①  加算の算定要件として「「認知症高齢者の日常生活自立度判定基準」の活用につ

いて」に規定する「認知症高齢者の日常生活自立度」を用いる場合の日常生活自

立度の決定に当たっては、医師の判定結果又は主治医意見書を用いるものとする。

②  ①の判定結果は、判定した医師名、判定日と共に、居宅サービス計画又は各サ

ービスのサービス計画に記載するものとする。また、主治医意見書とは、「要介

護認定等の実施について」に基づき、主治医が記載した同通知中「３主治医の意

見の聴取」に規定する「主治医意見書」中「３心身の状態に関する意見(1)日常

生活の自立度等について  ・認知症高齢者の日常生活自立度」欄の記載をいうも

のとする。なお、複数の判定結果がある場合にあっては、最も新しい判定を用い

るものとする。  

③  医師の判定がない場合（主治医意見書を用いることについて同意を得られてい

ない場合を含む。）にあっては、「要介護認定等の実施について」に基づき、認定

調査員が記入した同通知中「２(4)認定調査員」に規定する「認定調査票」の「認

定調査票（基本調査）」７の「認知症高齢者の日常生活自立度」欄の記載を用い

るものとする。  

⇒  中重度者ケア体制加算と認知症加算の算定要件をどちらも満たす場合は、

ともに算定することができます。  

 ただし、中重度者ケア体制加算の算定対象となる看護職員は、他の職務と

兼務することはできませんので、認知症加算で配置が必要となる認知症介護

実践研修等の修了者は、当該看護職員とは別に配置する必要があります。 

○個別機能訓練加算 変更  
⇒  個別機能訓練加算の算定に当たっては、機能訓練指導員、看護職員、介

護職員、生活相談員その他の職種の者（機能訓練指導員等）が居宅を訪問

した上で、個別機能訓練計画を作成すること等が新たに要件として追加さ

れました。  

 また、個別機能訓練加算（Ⅰ）と（Ⅱ）について、次のとおり明記されて

います。 

（１）個別機能訓練加算（Ⅰ） 

 身体機能への働きかけを中心に行うもの 

（２）個別機能訓練加算（Ⅱ） 

 心身機能への働きかけだけでなく、ＡＤＬ（食事、排泄、入浴等）や

ＩＡＤＬ（調理、洗濯、掃除等）などの活動への働きかけや、役割の創

出や社会参加の実現といった参加への働きかけを行い、心身機能、活動、

参加といった生活機能にバランスよく働きかけるもの 

⇒  個別機能訓練加算の算定に当たっては、管理者は、個別機能訓練計画に

関する手順（ニーズ把握・情報収集、アセスメント・評価、計画の作成、

説明・同意等）を、あらかじめ定めておく必要があります。  

留意事項通知（平成１２年３月１日老企第３６号） 第２の７(9) 

⑨  個別機能訓練を行う場合は、機能訓練指導員等が居宅を訪問した上で利用者の

居宅での生活状況（起居動作、ＡＤＬ、ＩＡＤＬ等の状況）を確認し、多職種共

同で個別機能訓練計画を作成した上で実施することとし、その後３月ごとに１回

以上、利用者の居宅を訪問し、利用者の居宅での生活状況を把握した上で、利用

者又はその家族に対して個別機能訓練計画の内容（評価を含む。）や進捗状況等を

説明し記録するととともに訓練内容の見直し等を行う。 

【参考】「認知症高齢者の日常生活自立度」の決定方法について

【参考】個別機能訓練加算について（抜粋）
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○指定療養通所介護の対象者 
⇒  指定療養通所介護は、難病、認知症、脳血管疾患後遺症等を有する重度

者又は末期の悪性腫瘍の者であって、サービス提供に当たり、常時看護師

による観察を必要な者が対象です。利用者が「難病等」に当たるかは、療

養通所介護において提供しているサービスの内容等を踏まえ、利用者に対

する療養通所介護の提供の適否の観点から主治医を含めたサービス担当者

会議において検討の上、適切に判断する必要があります（「難病等」につい

て、難病に限定するものではありません。）。  

⇒  療養通所介護事業所の利用定員は、９名以下でなければなりません。 

○療養通所介護従業者（看護師又は介護職員） 
⇒  指定療養通所介護事業所は、利用者の数が１．５に対し、サービス提供

時間帯を通じて専ら当該指定療養通所介護の提供に当たる看護職員又は介

護職員（療養通所介護従業者）が１以上確保されるために必要と認められ

る数以上の療養通所介護従業者を配置しなければなりません。 

⇒  療養通所介護従業者のうち１人以上は、常勤の看護師であって、サービ

ス提供時間帯を通じて専従する者でなければなりません。 

 複数の看護師が交代で従事することにより必要数を確保することも認め

られますが、利用者がサービス提供に当たり常時看護師による観察が必要

な状態であることから、同一の看護師ができるだけ長時間継続して利用者

の状態を観察することが望ましいとされていることに留意してください。 

⇒  標準的な時間が短い利用者（３時間以上６時間未満）と長い利用者（６

時間以上８時間未満）が同一の日に混在する場合は、利用者ごとの利用時

間数の合計値を１．５で除して得られる数以上の時間勤務するのに必要と

認められる数の配置が必要です。 

《例》  

 サービス提供時間が８時間、６時間、４時間の３名の利用者がいる場合、

サービス提供時間の合計は、８時間＋６時間＋４時間＝１８時間となるこ

とから、１８時間÷１．５＝１２時間となり、延１２時間分の職員配置が

必要となります。  

 このうち、常勤専従（常勤兼務の職員が途中で交代することも可）の看

護職員が、サービス提供時間を通じて配置されている必要があるため、当

該職員が８時間分勤務し、残りの４時間分について、１人又は複数人の職

員がサービス提供時間帯のうち適当な時間に配置される必要があります。  

ポイント 

９ 療養通所介護 
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○療養通所介護の管理者 
⇒  指定療養通所介護事業所の管理者は、常勤専従の看護師である必要があ

ります。  

 ただし、管理上支障がない場合に限り、次の職務との兼務が可能です。  

（１）当該指定療養通所介護事業所の看護職員としての職務  

（２）同一敷地内にある訪問看護ステーションなどの他の事業所、施設等の

管理者又は従業者としての職務（ただし、例えば、併設される入所施設

における看護業務（管理業務を含みます。）との兼務は、管理者の業務に

支障があると考えられます。） 

⇒  指定療養通所介護事業所の管理者は、保健師助産師看護師法第１４条第

３項の規定により看護師の業務の停止を命ぜられ、業務停止の期間終了後

２年を経過しない者に該当しないものでなければなりません。 

 また、訪問看護に従事した経験のある者である必要があります。 

 さらには、管理者としての資質を確保するために、関連機関が提供する

研修等を受講していることが望ましいとされています。  

⇒  指定療養通所介護においても、通所介護と同様に、管理者が療養通所介

護計画の作成、説明及び交付の責任者となります。  

○療養通所介護事業所の設備 
⇒  指定療養通所介護事業所は、指定療養通所介護を行うのにふさわしい専用

の部屋を有するほか、消火設備その他非常災害に際して必要な設備並びに指

定療養通所介護の提供に必要な設備及び備品を備えなければなりません。 

 この「専用の部屋」とは、利用者の状態を勘案して判断されるものです

が、利用者ごとの部屋の設置を求めるものではありません。なお、その面

積は、６．４㎡に利用定員を乗じた面積以上が必要です。 

⇒  専用の部屋は明確に区分され、他の部屋等から完全に遮蔽されていなけ

ればなりません。 

 また、設備は専用のものでなければなりませんが、当該サービスの提供

に支障がない場合は、この限りではありません（例えば、重症心身障害児

等利用者以外の者をサービス提供に支障のない範囲で受け入れることが可

能です。ただし、この場合、利用者以外の者も利用者とみなして人員及び

設備の基準を満たす必要があります。）。 

○緊急時対応医療機関 
⇒  利用者の病状の急変等に備えるため、あらかじめ、緊急時対応医療機関

を定めておかなければなりません。 

 この「緊急時対応医療機関」は、指定療養通所介護事業所と同一敷地内

に存し、又は隣接若しくは近接していなければなりません。  

○安全・サービス提供管理委員会の設置 
⇒  安全かつ適切なサービスの提供を確保するため、地域の医療関係団体に

属する者、地域の保健、医療又は福祉の分野を専門とする者その他指定療

養通所介護の安全かつ適切なサービスの提供を確保するために必要と認め

られる者から構成する「安全・サービス提供管理委員会」を設置し、おお

むね６月に１回以上開催しなければなりません。 
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○サービス提供時間 
⇒  利用者が当該療養通所介護を利用することになっている日において、ま

ず当該事業所の看護職員が利用者の居宅において状態を観察し、通所でき

る状態であることを確認するとともに、事業所から自宅に戻ったときにも

状態の安定等を確認することが重要です。 

 そのため、送迎は必ず看護職員が同行して行う必要があります。 

⇒  利用者の居宅に迎えに行った時から、居宅に送り届けたのち利用者の安

定等を確認するまでをも含めて一連のサービスとするものであり、これら

の時間を合わせてサービス提供時間となります。 

※  事業所内だけではなく、自宅での利用者の状態観察もサービス提供記

録として残す必要があります。 

○時間延長サービスについて 
⇒  指定療養通所介護に通常要する時間を超える指定療養通所介護の提供に

必要となる費用のうち、通常の指定療養通所介護に係る居宅介護サービス

費用基準額を超える費用については、指定療養通所介護の利用対象者の状

態を勘案すると、８時間以上のサービスを提供することは想定しにくいこ

とから、利用者から支払いを受けることができるものとは認められません。 

★平成２７年度制度改正事項★  
○個別送迎体制強化加算の新設 
⇒  指定療養通所介護事業所における２名以上の従業者（うち１名は看護師

又は准看護師である必要があります。）により、個別に送迎を行った場合に、

個別送迎体制強化加算が算定できます。 

⇒  療養通所介護計画上、個別送迎の提供が位置づけられている場合であっ

ても、利用者側の都合により、個別送迎を実施しなかったときは、個別送

迎体制強化加算は算定できません。 

○入浴介助体制強化加算の新設 
⇒  指定療養通所介護事業所における２名以上の従業者（うち１名は看護師

又は准看護師である必要があります。）により、個別に入浴介助を行った場

合に、入浴介助体制強化加算が算定できます。  

⇒  療養通所介護計画上、入浴介助の提供が位置づけられている場合であっ

ても、利用者側の都合により、入浴介助を実施しなかったときは、入浴介

助体制強化加算は算定できません。 
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４－３ 認知症対応型通所介護（介護予防） 

① 機能訓練指導員の配置がされていなかった。 

② 個別機能訓練加算を算定しないことを理由に機能訓練指導員を配置して

いなかった。 

○機能訓練指導員の配置について 
⇒  指定認知症対応型通所介護事業所は、サービス提供日ごとに、１以上の

機能訓練指導員を配置する必要があります。 

 常勤・非常勤については問いません。 

 通所定員が１０名以下の事業所も、機能訓練指導員の配置は必要です。  

 配置時間は、日常生活を営むのに必要な機能の減退を防止するための訓

練を行う時間となります。機能訓練指導員としての配置時間外は、他の職

務に従事することも可能です。 

⇒  機能訓練指導員は、日常生活を営むのに必要な機能の減退を防止するた

めの訓練を行う能力を有する者とされています。 

 この「訓練を行う能力を有する者」とは、「理学療法士、作業療法士、言

語聴覚士、看護職員、柔道整復師又はあん摩マッサージ指圧師の資格を有

する者」とされています。 

⇒  利用者の日常生活やレクリエーション、行事を通じて行う機能訓練は、

事業所の生活相談員又は介護職員が兼務して行うこともできます。 

★配置の考え方のポイント★  
…  機能訓練指導員は、サービス提供日ごとに、常勤・非常勤を問わず１以

上配置することが必要ですが、毎日理学療法士等の有資格者の配置を求め

ているわけではありません。  

 それぞれの利用者の認知症対応型通所介護計画に定められた機能訓練を

適切に実施するのに必要な人数・時間数の配置を行ってください。 

 例えば、月曜～金曜日のサービス提供事業所の場合、週１回程度、有資

格者を配置し、それ以外の曜日は生活相談員・介護職員が「機能訓練指導

員」の立場（配置）で、日常生活やレクリエーション、行事を通じた機能

訓練を行うことができます（ただし、この場合の介護職員等の配置（時間）

は、「機能訓練指導員」としての配置時間となるため、介護職員としての人

数カウントはできません。）。  

…  上記の有資格者の配置は、あくまで例示であり「週１回程度」が標準で

はありません。最低限、有資格者が直接、各利用者に面談し、必要な機能

訓練を行ったり、介護職員等に訓練方法等を指導したり、サービスの提供

後記録をするのに必要な時間を確保してください。  

ポイント 

１ 機能訓練指導員の資格要件と配置 

事例  

201



○個別機能訓練加算について 
⇒  有資格者の配置のみをもって、個別機能訓練加算の算定はできません。 

 個別機能訓練加算を算定する場合は、必ず報酬告示等で加算の趣旨を理

解・把握した上で算定するようにしてください。 

① 認知症対応型通所介護計画を生活相談員が作成していた。 

○計画作成者 
⇒  認知症対応型通所介護計画は、管理者が作成する必要があります。  

 認知症対応型通所介護計画を作成した際は、利用者又はその家族に対し

て説明し、同意を得た上で交付しなければなりません。内容への同意のサ

インをもらうだけでなく、説明した日と交付した日がわかるよう記録に残

してください。 

① 地域の事業所に対する理解を得られるよう、町内会に出席するなどし、非

常災害時の協力体制を築いていた。 

② 事業所で行う行事等に、地域ボランティアを招き、それをきっかけとして

地域との交流を図ることができるようになった。 

⇒ 認知症対応型通所介護事業所は、その事業の運営に当たっては、地域住

民又はその自発的な活動等との連携及び協力を行う等の地域との交流を図

らなければなりません。 

★平成２７年度改定事項★  
○夜間及び深夜のサービスを実施する場合の運営基準の厳格化 
⇒  事業所の設備を利用して、介護保険制度外の夜間及び深夜のサービス（宿

泊サービス）を実施している事業所については、別途届出を行っていただ

く必要があります。（新たに宿泊サービスを開始する場合は、サービスの提

供開始前に届け出る必要があります。） 

⇒  宿泊サービスを提供している時間帯に事故が発生した場合は、介護保険

サービスと同様に事故の報告が必要です。 

⇒  宿泊サービスを実施する場合には、延長加算の算定はできません。 

※  届出について、詳細（届出方法・時期等）や宿泊サービスに係る指針は、

後日改めてお示しします。 

ポイント 

ポイント 

２ 認知症対応型通所介護計画の作成及び説明・同意・交付 

３ 地域との連携 

４ 介護保険外での宿泊サービスについて 

事例  

好事例  
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★平成２７年度改定事項★  
⇒  共用型認知症対応型通所介護の利用定員について、認知症対応型共同生

活介護事業所が認知症ケアの拠点として様々な機能を発揮することを促進

する観点から、「１ユニット３人以下」に見直されました。  

指定地域密着型サービス及び指定地域密着型介護予防サービスに関する基準について  

（平成 18 年 3 月 31 日老計発第 0331004 号・老振発第 0331004 号・老老初第 0331017 号）  

改正後  旧  

第三の三の２ (2) 

③  利用定員等  

 共 用型指定認知症対応型通所介護事業

所における利用定員については、指定認知

症対応型共同生活介護事業所又は指定介

護予防認知症対応型共同生活介護事業所

の場合、共同生活住居ごとに１日当たり３

人以下とし、指定地域密着型特定施設又は

指定地域密着型介護老人福祉施設の場合、

施設ごとに１日当たり３人以下とする。  

 共 用型指定認知症対応型通所介護事業

所における利用定員の１日当たり３人と

は、共同生活住居又は施設ごとに１日の同

一時間帯に３人を超えて利用者を受け入

れることができないということである。し

たがって、半日しか利用しない者がいる場

合は、１日の利用延べ人数は３人を超える

こともある。  

 なお、 指定地域密着型介護老人福祉施

設等において複数の共同生活住居等があ

る場合については、共用型指定認知症対応

型通所介護の利用者及び地域密着型介護

老人福祉施設入所者生活介護の入所者等

の両方に対して介護を行うのに十分な広

さを確保できるのであれば、どの共同生活

住居等で受け入れてもかまわない。  

第三の三の２ (2) 

③  利用定員等  

 共 用型指定認知症対応型通所介護事業

所における利用定員の１日当たり３人と

は、１日の同一時間帯に３人を超えて利用

者を受け入れることができないというこ

とである。したがって、半日しか利用しな

い者がいる場合は、１日の利用延べ人数は

３人を超えることもある。  

 なお、利用定員は、事業所ごとのもので

あることから、指定認知症対応型共同生活

介護事業所等の共同生活住居数やユニッ

ト数にはかかわらない。複数の共同生活住

居等がある場合については、共用型指定認

知症対応型通所介護の利用者及び認知症

対応型共同生活介護等の入居者等の両方

に対して介護を行うのに十分な広さを確

保できるのであれば、どの共同生活住居等

で受け入れてもかまわない。  

５ 共用型認知症対応型通所介護事業所の利用定員 
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４－４ 通所リハビリテーション（介護予防） 

① 加算を算定できない利用者に対し、個別リハビリテーションを提供してい

なかった。 

② すべての利用者に対し、一律の頻度でサービス提供をしていた。 

⇒ 通所リハビリテーションは、要介護状態となった場合においても、その

利用者が可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日

常生活を営むことができるよう生活機能の維持又は向上を目指し、理学療

法、作業療法その他必要なリハビリテーションを行うことにより、利用者

の心身の機能の維持回復を図るものでなければなりません。  

 そのため、アクティビティや趣味活動のみの提供では、通所リハビリテ

ーションとはいえません。  

⇒  平成２７年度改正により、リハビリテーションは「心身機能」、「活動」、

「参加」などの生活機能の維持・向上を図るものでなければならないこと

が、規定されました。 

⇒  加算の算定の有無にかかわらず、利用者にとって必要なリハビリテーシ

ョン（個別リハビリテーションを含む。）が提供される必要があります。 

① 通所リハビリテーションのサービス提供中に、理学療法士等のリハビリ専

門職が、併設事業所の業務を兼務しており、必要な時間の配置がされてい

なかった。 

○理学療法士等のリハビリ専門職について 
⇒  単位ごとに、専らリハビリテーションの提供に当たる理学療法士、作業

療法士又は言語聴覚士が、利用者が１００又はその端数を増すごとに１人

以上配置しなければなりません。 

⇒  理学療法士等のリハビリ専門職は、サービス提供時間を通じて配置する

必要はありませんが、リハビリテーションを提供する時間帯には配置が必

要です。  

 通所リハビリテーションの基本方針に照らし、単位ごと、かつ、営業日

ごとに適切に配置するようにしてください。  

ポイント 

ポイント 

１ 通所リハビリテーションの基本理念 

２ 人員基準 

事例  

事例  
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《参考》通所リハビリテーションの人員基準  

職種  

人員基準  

指定通所リハビリテーシ

ョン事業所  
診療所 

（１）医師  

専任の常勤医師が１人以

上 

（ただし、病院又は診療所

と併設されている老健が

行う通所リハビリテーシ

ョン事業所については、当

該病院又は診療所の常勤

医師との兼務でも可） 

①利用者数が同時に  

１０人を超える場合  

専任の常勤医師が１人

以上  

②利用者の数が同時に 

１０人以下の場合  

（ａ）専任の医師が１人

以上  

（ｂ）利用者数は、専任

の医師１人に対し、

１日４８人以内 

（２）理学療法士、作

業療法士若しくは

言語聴覚士又は看

護職員若しくは介

護職員  

①単位ごとにサービス提供時間を通じて、利用者の

数が１０人以下の場合は１人以上  

②単位ごとにサービス提供時間を通じて、利用者の

数が１０人を超える場合は、利用者の数を１０で

除した数以上  

（３）（２）の人員のう

ち、理学療法士、

作業療法士又は言

語聴覚士  

利用者の数が１００人又

はその端数を増すごとに

１以上  

（４）（２）の人員のう

ち、理学療法士、

作業療法士若しく

は言語聴覚士又は

通所リハビリテー

ション若しくはこ

れに類するサービ

スに１年以上従事

した経験を有する

看護師  

 常勤換算方法で 0.1 以上  
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① 本市に届出がされているデイルームの一部が物置になっていた。 

② 通所リハビリテーションの機能訓練室を、併設する他の施設の入所者が利

用していた。 

○面積要件 
⇒  指定通所リハビリテーションを行うためのスペースは、３平方メートル

に利用定員を乗じた面積以上でなければなりません。  

 また、棚・靴箱・荷物ロッカー（利用者用を含む。）・洗面台・冷蔵庫・

電子レンジ・洗濯機等の機能訓練に資すると想定されない設備が設置され

ている面積は除外されます。 

⇒  指定通所リハビリテーションを行うためのスペースに、上記設備のほか

ダンボールや使用していない備品等が置かれている場合は、それらを他に

移動させるか、届け出ているスペースから除外して変更の届出を行うなど

の措置が必要です。  

○指定通所リハビリテーションを行うためのスペースについて 
⇒  指定通所リハビリテーション事業を行う事業所ごとに備える設備は、専

ら当該事業の用に供するものでなければなりません。  

 指定通所リハビリテーションを行うためのスペースと、当該指定通所リ

ハビリテーション事業所と併設の関係にある特別養護老人ホーム、社会福

祉施設等における指定通所介護の機能訓練室等が同一の部屋等である場合

であっても、それぞれのスペースが明確に区分され、かつ、それぞれに設

備基準を満たしている必要があります。 

① 通所リハビリテーション計画を作成していたが、一部の利用者について、

目標、援助内容等についてパターン化して作成していた。 

⇒ 指定通所リハビリテーション事業所の医師及び理学療法士、作業療法士

その他専ら指定通所リハビリテーションの提供に当たる通所リハビリテー

ション従業者は、診療又は運動機能検査、作業能力検査等を基に、共同し

て、利用者の心身の状況、希望及びその置かれている環境を踏まえて、リ

ハビリテーションの目標、当該目標を達成するための具体的なサービスの

内容等を記載した通所リハビリテーション計画を作成しなければなりませ

ん。  

 また、平成２７年度の介護報酬改定において、身体機能の回復を目的と

した個別リハビリテーション（長期間継続されて実施されるものに限る。）

についての評価が本体報酬に包括化された趣旨からも、利用者の状態に応

じて個別にリハビリテーションを実施することが求められます。 

ポイント 

ポイント 

３ 設備基準 

事例  

４ 通所リハビリテーションの作成 

事例  
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○リハビリテーションマネジメントの強化 
⇒  指定通所リハビリテーション事業者は、リハビリテーション会議の開催

により、リハビリテーションに関する専門的な見地から利用者の状況等に

関する情報を構成員と共有するよう努め、利用者に対し、適切なサービス

を提供することとされました。 

⇒  リハビリテーション会議は、医師、理学療法士、作業療法士、言語聴覚

士、介護支援専門員、居宅サービス計画に位置づけられている他のサービ

ス提供事業所の担当者等を交えて開催します。指定通所リハビリテーショ

ン事業者は、リハビリテーションの観点から利用者主体の日常生活に着目

した支援方針や目標、計画の共有を図ります。  

 また、開催に当たって日程調整を行ったものの、会議に出席できなかっ

た構成員に対しても、速やかに、会議の内容について情報共有を図る必要

があります。  

⇒  リハビリテーション会議の開催に際しては「利用者及びその家族の参加」

を基本とします。 

 ただし、利用者やその家族の参加が望ましくない場合（家庭内暴力等）

には、必ずしも参加を求めるものではありません。  

○訪問・通所リハビリテーションの両サービスを同一事業所が提供する
場合の運営の効率化 
⇒  指定通所リハビリテーション事業者が指定訪問リハビリテーション事業

者の指定を併せて受け、かつ、医師が参加するリハビリテーション会議の

開催等を通じて、利用者の病状、心身の状況、希望及びその置かれている

環境に関する情報を構成員と共有し、訪問リハビリテーション及び通所リ

ハビリテーションの目標及び当該目標を踏まえたリハビリテーション提供

内容について整合性のとれた通所リハビリテーション計画を作成した場合

は、適切な訪問リハビリテーション計画の作成をもって、通所リハビリテ

ーション計画の作成に代えることができます。  

 当該計画の作成に当たっては、各々の事業の目標を踏まえた上で、共通

目標を設定するとともに、その目標の達成に向けて各々の事業の役割を明

確にし、利用者に対して一連のサービスとして提供できるよう、個々のリ

ハビリテーションの実施主体、目的及び具体的な提供内容を１つの目標と

してわかりやすく記載しなければなりません。  

⇒  通所リハビリテーション及び訪問リハビリテーションにおいて、整合性

のとれた計画に従いリハビリテーションを実施した場合には、計画に従っ

たサービスの実施状況及びその評価を記載する診療記録を一括して管理し

ても差し支えありません。 

基準改正  

５ その他平成２７年度改正事項 
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○リハビリテーションマネジメント加算 変更  
⇒  適宜適切でより効果の高いリハビリテーションを実現するために、リハ

ビリテーション計画書（様式）の充実や計画の策定と活用等のプロセス管

理の充実、介護支援専門員や他のサービス事業所との情報共有の仕組みの

充実を評価するものとして、要件が変更となっています。また、訪問指導

等加算が、リハビリテーションマネジメントのプロセスとして一体的に評

価されることになりました。  

厚生労働大臣が定める基準（リハビリテーションマネジメント加算） 

リハビリテーションマネジメント加算 (Ⅰ ) 

 次に掲げる基準のいずれにも適合すること。 

(1) 通所リハビリテーション計画の進捗状況を定期的に評価し、必要に応じて当該計画を見

直していること。  

(2) 指定通所リハビリテーション事業所の理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士が、介護

支援専門員を通じて、指定訪問介護の事業その他の指定居宅サービスに該当する事業に係

る従業者に対し、リハビリテーションの観点から、日常生活上の留意点、介護の工夫等の

情報を伝達していること。  

(3) 新規に通所リハビリテーション計画を作成した利用者に対して、指定通所リハビリテー

ション事業所の医師又は医師の指示を受けた理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士が、

当該計画に従い、指定通所リハビリテーションの実施を開始した日から起算して１月以内

に、当該利用者の居宅を訪問し、診察、運動機能検査、作業能力検査等を行っていること。 

リハビリテーションマネジメント加算 (Ⅱ ) 

 次に掲げる基準のいずれにも適合すること。 

(1) リハビリテーション会議を開催し、利用者の状況等に関する情報を、会議の構成員であ

る医師、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、居宅介護支援専門員、居宅サービス計画

に位置づけられた指定居宅サービス等の担当者、その他関係者と共有し、当該リハビリテ

ーション会議の内容を記録すること。  

(2) 通所リハビリテーション計画について、医師が利用者又はその家族に対して説明し、利

用者の同意を得ること。  

(3) 通所リハビリテーション計画の作成に当たって、当該計画の同意を得た日の属する月か

ら起算して６月以内の場合にあっては１月に１回以上、６月を超えた場合にあっては３月

に１回以上、リハビリテーション会議を開催し、利用者の状態の変化に応じ、通所リハビ

リテーション計画を見直していること。  

(4) 指定通所リハビリテーション事業所の理学療法士、作業療法士、言語聴覚士が、介護支

援専門員に対し、利用者の有する能力、自立のために必要な支援方法及び日常生活上の留

意点に関する情報提供を行うこと。  

(5) 以下のいずれかに適合すること。  

(一 ) 指定通所リハビリテーション事業所の理学療法士、作業療法士、言語聴覚士が、指定

訪問介護の事業その他の指定居宅サービス事業に係る従業者と指定通所リハビリテー

ションの利用者の居宅を訪問し、当該従業者に対し、介護の工夫に関する指導及び日

常生活上の留意点に関する助言を行うこと。  

(二 ) 指定通所リハビリテーション事業所の理学療法士、作業療法士、言語聴覚士が、指定

通所リハビリテーションの利用者の居宅を訪問し、その家族に対し、介護の工夫に関

する指導及び日常生活上の留意点に関する助言を行うこと。  

(6) (1)から (5)までに適合することを確認し、記録すること。  

⇒  リハビリテーションマネジメント加算は、リハビリテーション実施計画

書の同意日の属する月から算定することができます（従前どおりの取扱い）。 

報酬改定  
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○個別リハビリテーション実施加算 変更  
⇒  身体機能の回復を目的とした個別リハビリテーションについての評価

（個別リハビリテーション実施加算）は、基本報酬に包括化又は短期集中

個別リハビリテーション実施加算として見直されました。 

⇒  長期間継続して実施される個別リハビリテーションの評価は、基本報酬

に包括化されました。 

⇒  退院（所）後間もない者に対する身体機能の回復を目的とした短期集中

リハビリテーション実施加算と、身体機能の回復を目的とした個別リハビ

リテーション実施加算を統合し、短期集中個別リハビリテーション実施加

算として見直されました。 

留意事項通知（平成１２年３月１日老企第３６号 第２の８(10)） 

(10) 短期集中個別リハビリテーション実施加算について 

①  短期集中個別リハビリテーション実施加算におけるリハビリテーションは、利用者の

状態に応じて、基本的動作能力及び応用的動作能力を向上させ、身体機能を回復するた

めの集中的なリハビリテーションを個別に実施するものであること。  

②「個別リハビリテーションを集中的に行った場合」とは、退院（所）日又は認定日から

３月以内の期間に、１週につきおおむね２日以上、１日当たり４０分以上実施するもの

でなければならない。  

③  本加算の算定に当たっては、リハビリテーションマネジメント加算の算定が前提とな

っていることから、当該加算の趣旨を踏まえたリハビリテーションを実施するよう留意

すること。  

※  短期集中個別リハビリテーション実施加算は、認知症短期集中リハビリ

テーション実施加算又は生活行為向上リハビリテーション実施加算を算定

している場合は、算定できません。 

○認知症短期集中リハビリテーション実施加算 変更  
⇒  認知症の状態に合わせた効果的な方法や介入頻度・時間を選択できるよ

う、見直されました。 

厚生労働大臣が定める基準（認知症短期集中リハビリテーション実施加算） 

認知症短期集中リハビリテーション実施加算 (Ⅰ ) 

 次に掲げる基準のいずれにも適合すること。 

(1) １週間に２日を限度として個別にリハビリテーションを実施すること。  

(2) 通所リハビリテーション費におけるリハビリテーションマネジメント加算 (Ⅰ )又は (Ⅱ )

を算定していること。  

認知症短期集中リハビリテーション実施加算 (Ⅱ ) 

 次に掲げる基準のいずれにも適合すること。 

(1) １月に４回以上リハビリテーションを実施すること。 (※ )

(2) リハビリテーションの実施頻度、実施場所及び実施時間等が記載された通所リハビリテ

ーション計画を作成し、生活機能の向上に資するリハビリテーションを実施すること。  

(3) 通所リハビリテーション費におけるリハビリテーションマネジメント加算 (Ⅰ )又は (Ⅱ )

を算定していること。  

(※ )（前略）本加算におけるリハビリテーションは、１月に８回以上実施することが望ま

しい。（平成２７年４月１日平成２７年度報酬改定Ｑ＆Ａ問９９）  

※  認知症短期集中リハビリテーション実施加算（Ⅰ）及び（Ⅱ）は、短期

集中個別リハビリテーション実施加算又は生活行為向上リハビリテーショ

ン実施加算を算定している場合は、算定できません。 
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○生活行為向上リハビリテーション実施加算 新設  
⇒  ＡＤＬ・ＩＡＤＬ、社会参加などの生活行為の向上に焦点を当て、居宅

などの実際の生活場面における具体的な指導などにおいて、訪問と通所を

組み合わせることができるよう、新たな報酬体系として生活行為向上リハ

ビリテーション実施加算が新設されました。 

⇒  生活行為向上リハビリテーションの実施後に通所リハビリテーションを

継続した場合は、当該リハビリテーションの提供終了後の翌月から６月間、

１日につき所定単位数の１００分の１５が減算となります。  

算定基準（生活行為向上リハビリテーション実施加算） 

注９  別に厚生労働大臣が定める基準に適合し、かつ、別に厚生労働大臣が定める施設基準

に適合しているものとして都道府県知事に届け出た指定通所リハビリテーション事業

所が、生活行為の内容の充実を図るための目標及び当該目標を踏まえたリハビリテーシ

ョンの実施内容等をリハビリテーション実施計画にあらかじめ定めて、利用者に対し

て、リハビリテーションを計画的に行い、当該利用者の有する能力の向上を支援した場

合は、次に掲げる区分に応じ、１月につき次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。

（ただし書き以降省略）  

注 10 注９の加算を算定し、当該加算を算定するために作成したリハビリテーション実施

計画書で定めた指定通所リハビリテーションの実施機関中に指定通所リハビリテーシ

ョンの提供を終了した日の属する月の翌月から６月以内の期間に限り、同一の利用者に

対して、指定通所リハビリテーションを行った場合は、１日につき所定単位数の 100

分の 15 に相当する単位数を所定単位数から減算する。  

厚生労働大臣が定める基準（生活行為向上リハビリテーション実施加算） 

 次に掲げる基準のいずれにも適合すること。 

(1) 生活行為の内容の充実を図るための専門的な知識若しくは経験を有する作業療法士又

は生活行為の内容の充実を図るための研修を修了した理学療法士若しくは言語聴覚士が

配置されていること。  

(2) 生活行為の内容の充実を図るための目標及び当該目標を踏まえたリハビリテーション

の実施頻度、実施場所及び実施時間等が記載されたリハビリテーション実施計画をあらか

じめ定めて、リハビリテーションを提供すること。  

(3) 当該計画で定めた指定通所リハビリテーションの実施期間中に指定通所リハビリテー

ションの提供を終了した日前１月以内に、リハビリテーション会議を開催し、リハビリテ

ーションの目標の達成状況を報告すること。  

(4) 通所リハビリテーション費におけるリハビリテーションマネジメント加算 (Ⅱ )を算定

していること。  

※  生活行為向上リハビリテーション実施加算は、短期集中個別リハビリテ

ーション実施加算又は認知症短期集中リハビリテーション実施加算を算定

している場合は、算定できません。 

○重度療養管理加算 変更  
⇒  重度療養管理加算の要件が見直され、対象者が要介護３まで拡大されま

した。（それ以外の要件に変更はありません。）  
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○中重度者ケア体制加算 新設  
⇒  中重度要介護者を積極的に受け入れ、在宅生活の継続に資するサービス

を提供するため、看護職員又は介護職員を指定基準よりも常勤換算方法で

１以上加配している事業所に対して、体制加算が新設されました。 

厚生労働大臣が定める基準（中重度者ケア体制加算） 

 次に掲げる基準のいずれにも適合すること。 

(1) 指定通所リハビリテーション事業所の看護職員又は介護職員の員数に加え、看護職員又

は介護職員を常勤換算方法で１以上確保していること。  

(2) 前年度又は算定日が属する月の前３月間の指定通所リハビリテーション事業所の利用

者総数のうち、要介護状態区分が要介護３、要介護４又は要介護５である者の占める割合

が１００分の３０以上であること。  

(3) 指定通所リハビリテーションを行う時間帯を通じて、専ら指定通所リハビリテーション

の提供に当たる看護職員を１名以上配置していること。  

○社会参加支援加算 新設  
⇒  通所リハビリテーションの利用によりＡＤＬ・ＩＡＤＬが向上し、維持

できる他のサービス等に移行できるなど、質の高い通所リハビリテーショ

ンを提供する事業所に対して、体制加算が新設されました。  

厚生労働大臣が定める基準（社会参加支援加算） 

 次に掲げる基準のいずれにも適合すること。 

(1) 評価対象期間において指定通所リハビリテーションの提供を終了した者（生活行為向上

リハビリテーション実施加算を算定した者を除く。以下「通所リハビリテーション終了者」

という。）のうち、指定通所介護、指定認知症対応型通所介護、通所事業その他社会参加

に資する取組を実施した者の占める割合が、100 分の５を超えていること。  

(2) 評価対象期間中に指定通所リハビリテーションの提供を終了した日から起算して１４

日以降４４日以内に、通所リハビリテーション従業者が通所リハビリテーション終了者に

対して、居宅訪問等により、当該通所リハビリテーション終了者の指定通所介護等の実施

が、居宅訪問等をした日から起算して３月以上継続する見込みであることを確認し、記録

していること。  

(3) １２を当該指定通所リハビリテーション事業所の利用者の平均利用月数で除して得た

数が１００分の２５以上であること。  

⇒  (1)の「その他社会参加に資する取組」には、医療機関への入院や介護保

険施設への入所、指定訪問リハビリテーション、指定認知症対応型共同生

活介護等は含まれず、算定対象となりません。  

○記録の整備について 
⇒  記録の整備については、１－１２でも触れたところですが、留意事項通

知（平成１２年３月１日老企第３６号）において、リハビリテーションに

関する記録（実施時間、訓練内容、担当者、加算の算定に当たって根拠と

なった書類等）は利用者ごとに保管され、常に事業所のリハビリテーショ

ン従業者により閲覧が可能であることとするよう明記されました。 

 指定通所リハビリテーションの加算については、平成２７年度報酬改定で

名称は変わらないのに算定要件に変更が生じているものが多くあります。  

 算定に当たっては、算定基準や留意事項通知等関係通知を十分確認の上、

適切に行ってください。  
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